
実施設計進捗状況の報告について 

 

■48 条許可申請 

現在の敷地は、原則庁舎用途の建物を建設できない用途地域である「第一種中高層住居専用地域」に指定さ

れています。新庁舎を建築するにあたって、建築基準法第 48 条第 3 項の規定による許可を受ける必要があり

ます。 

 

・10/21 公聴会※1実施 

→出席者 3名 特に意見なし。 

 

・11/16 建築審査会※2実施 

 →既存植栽の扱いについて回答を求められた。 

 →回答：新築棟建設予定地にある既存樹木の移植については、コストの観点と樹齢や樹高等の問題があり

全ての樹木を移植することは困難なため、次のとおりの移植計画しております。 

      移植の可能な一部の樹木については、市内の公園や公共施設に移植をすることで計画しておりま

す。また、樹高が高い樹木については、新庁舎の外部に設置するベンチ等の材料として使用する

計画としております。なお、緑化の観点から計画建物の外構として新たに樹木を植栽し、緑化し

ていく計画としております。 
 

・近々許可通知書受領予定 

 

※1 公聴会：敷地の外周 50ｍの範囲の土地又は建築物の所有者及び居住者を対象に計画の概要を説明し、意

見を伺う。（千葉県建築指導課主催、白井市、設計者同席） 

※2 建築審査会：申請内容について千葉県内部で行われる審査会。 

 

■耐震判定 

既存庁舎の耐震性能、及び減築改修後の耐震性能について、第三者による客観的な評価である耐震判定委員

会の判定を受けます。今回は民間審査機関に申請、判定を受けます。 

 

・10/28 第１回判定委員会実施 

 

・平成 28 年 1 月判定書受領予定 

 

■実施設計 

 

・実施設計図取りまとめ、積算作業中。 

 

 

議題１ 

平 成 27 年 １ ２ 月 １ 日 

白井市庁舎建設等検討委員会 
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